
都道府県労働局労働基準部

安全主務課長殿

基安安発第0721第2号
平成 27年 7月 21日

厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課長

（契印省略）

林材業死亡労働災害多発警報発令要綱の一部改正について

平成26年4月 18日付け林災防発第 14号により林業・木材製造業労働災害防止協会が

策定した林材業死亡労働災害多発警報発令要綱については、平成26年4月28日付け基

発0428第2号により貴職あて通達しているととろである。

今般、同協会より、平成27年7月2日付け林災防発第67号により別添のとおり同要

綱の一部改正について通知があったので、貴職におかれでも了知の上、引き続き同協会

支部より協力依頼があった場合には、管内の実情を勘案しつつ、同支部への協力につい

て配慮されたい。
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林災防発第 67号

平成27年 7月 2日
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林材業死亡労働災害多発警報発令要綱の一部改正について

当協会の業務運営につきましては、日l震から格別のご高記を賜り衷心より御礼申し上げ

ます。

さて、当協会では平成26年度に「林材業死亡労働災害多発嘗報発令要綱（平成26年

4月18日付け林災防発第14号）」を発出の上、本要綱に基づき労働災害の防止のため

鋭意取り組んでいるところでありますが、この度、別添1 r林材業死亡労働災害多発警報

発令要綱新旧対照表」のとおり、一部改正を行ったのでその旨通知します。

本取り組みにつきまして今後ともご協力方、何卒よろしくお願い申し上げます。

包

（担当：教育支援課市原、植松）



• 

林材業死亡労働災害多発警報発令要綱新旧対照表

改正 現行

第1条～第5条（略） 第1条～第5条（略）

（響報発令及て糟報発令解除の通知） ｜（警報発令の通知）

第6条会長は、警報発令及び警報発令解除を決定したときは、警報｜第6条会長は、警報発令を決定したときは、糊発令対象都道府県

発令対象都道府県の支部長に通知する。 ｜の支部長に通知する。

2 会長は、中央の労働基準行政機関、中央の関係行政機関、中央の12 会長は、中央の労働基準行政機関、中央の関係行政機関、中央の

林材業関係団体に協力の要穏を行う。 ｜ 林材業関係団体に協カの要請を行う。

また、警報発令解除をした場合、その旨を通知する。

3 会長は、警報発令対象都道府県の支部以外の隣接する都凋県支部13 会長は、警報発令対象都道府県の支部以外の隣接する都府県支部

長に対して、当該都府県へ警報発令及び警報発令解除した場合、そ｜ 長に対して、当該都府県へ警報発令した旨通知する。

の旨を通知する。

第7条～第10条（硲）

附則

この要綱は、平成26年4月18日から施行する。

この要綱は、平成27年7月 2日から施行する。

第7条～第10条（賂）

附則

この要綱は、平成26年4月18日から施行する。

J勾
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林材業死亡労働災害多発警報発令要綱

林業・木材製造業労働災害防止協会

（趣旨）

第1条 この要綱は、林業又は木材製造業の労働災害のうち死亡災害が一定の期間に連続

的、かっ集中的に発生した都道府県に「林業死亡労働災害多発警報」又は「木材製造業

死亡労働災害多発警報Jを発令することにより、林業又は木材製造業の事業主、労働者

等に対する注意書ど喚起するとともに、労働基準行政機関、関係行政機関、都道府県及び

林材業関係団体と協力して緊急に労働災害防止対策を推進し、林業又は木材製造業にお

ける労働災害の再発防止を早期に図ることを困的とする。

［定義］

中央の労働基準行政機関：厚生労働省（労働基準局安全衛生部安全課建設安全対策室）

中央の関係行政機関 ：林野庁（林政部経営課林業労働対策室及び固有林野部業務

課）

中央の林材業関係団体 ：全国森林組合連合会、（一社）全国木材組合連合会、

全国素材生産協同組合連合会、全国国有林造林生産業連絡

協議会

都道府県 ：都道府県（林務）担当部局

林材業関係団体 ：都道府県森林組合連合会、都道府県木材組合連合会等

（警報の名称）

第2条警報の名称は、林業の場合にあっては「林業死亡労働災害多発警報」とし、木材

製造業の場合にあっては「木材製造業死亡労働災害多発警報」 （以下『警報j という。）

とする。

（警報発令者）

第3条警報の発令者は、林業・木材製造業労働災害防止協会会長（以下f会長Jという。）

とする。

（警報発令の基準）

第4条会長は、厚生労働省又は都道府県労働局の公表した死亡労働災害が次の各号のい

ずれかに該当した場合に、速やかに警報を発令するものとする。

(1) 林業の場合

① 1か月に複数回発生した場合

② 2か月連続して発生した場合

③ 1月からの累積人数が3人以上となった場合

(2) 木材製造業の場合



① 1か月に複数回発生した場合

② 2か月連続して発生した場合

③ 1月からの累積人数が2人以上となった場合

（警報発令の期間）

第5条警報発令の期間l士、発令の日から起算して3か月聞とする。

ただし、当該発令期間の終期において第4条第1号又は第2号の基準を超えている場

合は、当該発令期間の満了の日の翌日から起算して1か月単位で死亡労働災害がゼロと

なるまで延長し、実施するものとする。

（警報発令及び警報発令解除の通知）

第6条会長は、警報発令及び警報発令解除を決定しだときは、警報発令対象都道府県の

支部長に通知する。

2 会長は、中央の労働基準行政機関、中央の関係行政機関、中央の林材業関係団体に協

力の要請を行う。

また、警報発令解除をした場合、その旨を通知する。

3 会長は、警報発令対象都道府県の支部以外の隣接する都府県支部長に対して、当該都

府県へ警報発令及び警報発令解除した場合、その旨を遥知する。

（取り組むべき労働災害再発防止対策）

第7条 取り組むべき労働災害再発防止対策は、別紙lに定める「林業労働災害再発防止

対策J又は別紙2に定める「木材製造業労働災害再発防止対策」 （以下「再発防止対策」

という。） j とする。

（再発防止対策の実施等）

第8条警報発令対象都道府県の支部長は、地方労働行政機関、地方関係行政機関、都道

府県及び都道府県林材業関係団体主連携を密にして、労働災害防止に必要な再発防止対

策を積極的に実施する。

2 警報発令対象都道府県の支部長は、事業の発注者に対して、誇負事業者に対する労働

災害の防止に向けた協力要請を行う。

（再発防止対策の取組対象者）

第9条 第4条に該当する警報発令の取組対象者は、警報発令対象都道府県の支部長及び

林業・木材製造業労働災害防止協会会員のほか、会員外の林材業事業場も含めるものと

する。

（その他）

第 10条 この要綱に定めるもののほか、警報発令に闘し必要な事項は別に定める。

附則



この要綱は、平成26年4月 18日から施行する。

この要綱は、平成27年7月 2日から施行する。


